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午後 2時 30分開会 

○柿岡 お時間となりましたので、これから第 33 回全体会合を始めさせていただきたいと

思います。 

 それでは委員長、よろしくお願いいたします。 

○村山委員長 それでは、よろしくお願いいたします。 

 最初の議題は、WGスケジュールの確認ということになります。 

 では、事務局からご説明をお願いいたします。 

○柿岡 それでは、表紙 1枚めくっていただきまして、（別紙 1）となりますけれども、こち

らのほうを見ていただきたいと思います。 

 議題にもございますけれども、アフガン・カブール首都圏開発計画促進プロジェクトが 3

月 4 日にございます。石田委員、高橋委員、松下委員、松行委員、4 名でございますけれど

も、この 4名の委員の方のご都合を改めて確認させて頂きたいと思いますが、よろしいでし

ょうか。はい、ありがとうございます。 

 続けて、その下に 3 月 22 日、フィリピンの環状 3 号線建設事業がございます。こちら、

同様に 5名の委員、ご都合よろしいでしょうか。はい、それでは予定どおり担当委員にて進

めさせていただきたいと思います。 

 また、3月のその他、未定である、3月 8日、3月 11日、3月 15日、3月 18日、四つの

ワーキンググループに担当委員を設定させていただいております。この中に都合の悪くなっ

た方いらっしゃいますでしょうか。 

○日比委員 申し訳ありません、日比です。3 月 8 日、ちょっと出張になってしまいました

ので、申し訳ないですけれども、外していただければと思います。 

○柿岡 その他いらっしゃいますでしょうか。 

 それでは、3 月 15、18 日、今のところ 3 名でございますけれども、この日時で都合のよ

い他の委員の方いらっしゃいますでしょうか。 

○柳委員 15日は大丈夫です。 

○柿岡 では 3月 15日、柳委員追加でお願いいたします。 

○原嶋委員 では、18日。 

○柿岡 はい、ありがとうございます。では 3月 18日、原嶋委員追加、4名ということで、

それでは 3月 15、18日、両日よろしくお願いいたします。 

 それから、4 月のワーキンググループ、事務局にて担当委員を設定させていただいており
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ますが、こちらのほうもご都合が悪いという日程ございましたらお願いできますでしょうか。

特になければ、この案で担当を割り振らせていただきまして、また日を追って案件確定状況

に応じてご案内申し上げたいと思います。 

 それから、申し遅れましたけれども、来年度のスケジュールでございますが、今年度と同

様に割り振らせていただいております。すなわち月曜、金曜となりますけれども、時間は全

体会合 2時半から 5時半まで、ワーキンググループにつきましては 2時から 5時までという

ことで、今年度と同様のスケジュールを割り振らせていただいておりますので、よろしくお

願いいたします。 

 また、4月 1日の第 35回全体会合でございますけれども、4月 1日という年度当初で設定

させていただいておりますが、こちらも大きな支障がなければこの日程で進めさせていただ

きたいと思います。よろしいでしょうか。 

 それでは、今のところこの予定表に基づきまして進めさせていただきたいと思います。引

き続きどうぞよろしくお願いいたします。 

 スケジュール確認については以上となります。 

○村山委員長 それでは、よろしくお願いいたします。 

 では、次の議題に移らせていただきます。 

 ワーキンググループ会合報告および助言文書確定ということで、今日は 1件です。 

 カンボジアの新港経済特別区・関連施設建設事業のスコーピング案ということで、主査を

松本委員にお願いしておりますので、ご説明をお願いいたします。 

○松本委員 松本です。よろしくお願いいたします。 

 細かいことは後で助言案に沿って申し上げます。 

 大きいところでいくと、一つは、上位計画であるとか広域への影響、あるいは企業を誘致

するわけですが、その進出企業が出す廃棄物等の影響、こうしたこのプロジェクト地だけで

はなくて、そこに関係する上位、あるいは SEAのような部分に対してかなり議論がありまし

た。それが一つ目です。 

 二つ目は、これは PPP です。PPP だからかどうかは定かではないですけれども、調査期

間が乾季に限られています。雨季の調査が入っていません。これをめぐってワーキンググル

ープでは様々な議論がありました。その適切性も含めて行われています。 

 それから三つ目としては、スコーピングマトリックスをめぐって様々な議論がありました。

どうしてそういう評価になったのかというようなところに対して議論が行われています。 
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 四つ目は、アクセス道路の比較検討というのがなされているんですが、そこの表現をめぐ

って、例えば自然環境がすべて「B」なんですが、どうしてすべて「B」なんだろうかとか、

つまりそういう、特に自然環境を A、B、Cでどうやって判断するかというのは難しいところ

だと思います。そういうようなところに議論がありましたし、また、これは助言案には入っ

ていませんけれども、表現方法としてどちらのほうが優位であるという表現があります。A、

B、C でランクづけをして、それぞれに長所、短所がある中で優位であるという表現に対し

ても議論がありました。これは助言案には入っていませんが、恐らくここで共有をして、今

後他のワーキンググループでも同様のことがあったら改めて議論をしたほうがいいかなとい

う点であります。 

 以上の四つの点が比較的議論が集中した点かと思います。それを念頭に置きながら助言案

を説明させていただきたいと思います。 

 このワーキンググループは、石田委員、長谷川委員、平山委員、米田委員、それに私とい

う 5人で見たわけです。 

 全体事項ですけれども、ここでは、この事業を皆さんどのくらい覚えていらっしゃるかあ

れですけれども、メコン川のプノンペンの近郊にスペシャル・エコノミック・ゾーン（Special 

Economic Zone）をつくる。ついては、メコン川沿いの港の建設というのもついてくる。こ

れについては既に第 1ターミナルという形で中国がそこで建設をしているという、そういう

状況であります。従いまして、全体事項のところでは、やはり複合的な影響というのを考え

るべきであろうということで、少なくとも既存の第 1ターミナルとの影響。第 3ターミナル

についても計画はされているので、累積的影響について可能な範囲でということを書いてあ

ります。 

 二つ目は、SEZの部分についても、今回 250ha全部を一様に開発するわけではないようで

すけれども、この全体を影響評価をするということ。 

 それと三つ目は、これはカンボジアの法制度との関係が非常にクリアではなかったので、

今回の協力準備調査が、カンボジアの法制度上どこに値していて、現地国の法制度上も妥当

性があるということについては説明をしてほしいということであります。 

 四つ目は、自然環境面でのベースライン調査については一覧で分かりやすくなっているん

ですが、社会面についてはそういうものがないので、それをつけてほしいということです。 

 5 番目は、もう少し広域の話でありまして、このメコン川沿いの港、カンボジアの二つ、

ベトナム側の港、それぞれどんな役割をしているのかという、もう少し広域的な位置づけを
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しっかりしてほしいということ。 

 それは 6 番目にも関係をしています。3 港の取扱量、そういうものを比較して、この事業

の意義を説明をしてほしいということであります。 

 7 番目ですけれども、これは先ほどちょっと申し上げましたけれども、自然環境のベース

ラインデータが乾季だけになっています。雨季についても実施する。これは実をいうと、担

当するコンサルタント、出席をされた方から困難であるということも指摘がありました。田

んぼが水に浸かると難しいというふうなご説明であったんですけれども、それはワーキング

グループとしては合理的な理由と言い切れないであろうと、可能な範囲で調査をしてほしい

というのが 7番目であります。 

 8番目、これもまた広域的な話になりますけれども、こうしたプノンペン近郊の SEZある

いは港の建設というのは物流を盛んにしますので、当然、様々な人と物、車、そういったも

のの行き来が盛んになるという、その全体像について記述をする必要があるだろうというの

が 8番目であります。 

 9 番目は、浚渫の影響というのはこうした事業の場合重要になりますけれども、あるかな

いかということについてしっかりそこは書いてほしいということであります。 

 全体事項については、ざっくり言うと、最初に申し上げたように、雨季の調査も行うべき

である、あるいは広域的、累積的、複合的な影響についても目を向けてほしいというのが大

きいところかと思います。 

 代替案の検討ですけれども、10番目については、先ほどちょっと申し上げましたけれども、

比較がどうもあまり合理的に思えないところがあるので、この候補地がどうやって選ばれた

のかということについて記載をしてほしいということであります。 

 11番目ですが、当然ここで船の行き来が盛んになるわけですが、それによって、例えば漁

民、そうしたものに対する影響はないのだろうかということを、こうした過去の事故の事実

とか住民へのインタビューというものを踏まえて評価をしてほしいということであります。 

 12番目、これは先ほど申し上げましたけれども、「自然環境」の比較表が「B」になってい

るんですが、これ、どうしてそうなのか、と考え方を明記してほしいということであります。 

 ですので、代替案のところは全体としては、どうしてそういうふうになったのかという根

拠とか、どうやってそこに絞り込まれたかという根拠がもう少し明らかになっていないので

はないかという指摘がありました。 

 スコーピング案ですけれども、13番目ですが、排出されるガス、騒音レベルについて、定
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量的なデータに基づいて予測、評価をしてほしいということです。このあたりもデータの扱

いですね、定量的なデータが欠けているというところがあります。 

 14番目ですけれども、これも代替案のところと非常に似ていますけれども、スコーピング

マトリックスでも各影響項目についての評価の考え方がはっきりしていないので、ここにつ

いて示してほしいということであります。 

 15番目、これは乾季、雨季の話で、雨季の調査が実施できないスケジュールになっている

ことに対してですが、雨季の土地利用を調査してほしい。水田の利用がないということによ

って調査の必要がないというふうなニュアンスで書かれているのが現状ですが、しかし、例

えばこういう浸水期を利用して漁労が行われている可能性は十分考えられますし、あるいは

この地が浸水することで他が冠水から逃れている可能性もあるわけですし、あるいは盛土に

よっては他の地域を冠水させる可能性もある。こうした総合的な視点で土地利用については

しっかりと調べてほしいというのが 15番目。 

 16番目ですけれども、土地の保有者に対しての調査というのが書かれていますが、利用者

がないので、それを含めてほしい。 

 17番目ですけれども、これも非常によくあることなんですけれども、工事中、雇用が促進

されるということでプラスの側面を書かれることが多いですが、逆に言うと、工事をしてい

る期間中、自分たちの農地とか本来の生業が放棄をされることによって、実は工事後、そこ

に帰りにくい、帰れないという事態が時折見られますので、そういったリスクについての配

慮もしてほしい。 

 18番目ですけれども、これが廃棄物、工事を様々するわけですから、当然廃棄物が工事に

伴って出るはずですが、それについての評価が行われる、それについての調査が項目として

明確に上がっていないので、そこの部分をしっかりと評価し直すこと。 

 それから、環境の配慮ですけれども、これは先ほど申し上げましたけれども、誘致される

企業からの有害物質の可能性ですね、これについては当然慎重に検討をしてほしい。法律上

大丈夫だというだけでは担保できないわけですから、そもそもしっかりとそれが遵守されて

いるのかということも含めて慎重に検討するべきであるというのが 19番目であります。 

 20 番目ですが、この湿地帯は野生鳥類の重要な生息地（IBA）ということで認められてい

るわけです。従って、排水、廃棄物等々による水生植物、これは雨季の調査というのも必要

になってくるわけですが、水生植物、鳥類への影響を評価をして対策を提案してほしい。つ

まり、これは乾季だけではなくて雨季の自然環境の調査もしっかりとするべきであるという
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ことの一環として 20番を上げています。 

 21番目が、同様に雨季の氾濫原を再生産を含む生息水域として必要としている魚種等への

影響を評価して、大きな影響が出ないようにする。これは 20、21 というのは関連している

わけですが、こういった調査が必要であるということです。 

 最後、社会配慮ですけれども、この SEZの対象地というのが、小規模の農家が換金作物あ

るいは自給用に作物をつくっている可能性も十分考えられるということでありますので、そ

うした農民の生計との関連を併せて調査する。どちらかというと、社会配慮は、立ち退きが

あるかないかということに重きを置くことは重要ですけれども、その一方で、こうした生計

への影響というものが十分スコーピングの段階で反映されていないという、そういうことも

あって、この 22 番、あるいは他のところにもありますけれども、そうした指摘を助言の中

に入れてあります。 

 私からは以上です。 

○村山委員長 ありがとうございました。 

 それでは、お気づきの点がありましたらお願いいたします。 

 佐藤委員、どうぞ。 

○佐藤委員 佐藤です。15番と 22番に関係することだと思うんですけれども、もし雨季の

個人規模の漁労の有無を考えたときには、恐らく漁業権とか、水利権までは多分出てこない

とは思うんですけれども、どういう範囲の中で、どういうような権利が今まであったのかと

いうのも確認したほうがよろしいかと思います。 

 以上です。 

○松本委員 15について、どちらかというと水田の中の、水田のところに、雨季の間に氾濫

した水によって魚が来るということだったので、あまり漁業権ということでは見てこなかっ

たんですが、確かにそういうところはないこともないですかね。石田委員、どうですか。22

番はあまり関係ないか。今の漁業権だと私と米田さんのところですかね。 

○石田委員 季節的に発生する漁業権ってあるんですか、カンボジアに。何かあまり考えら

れない気もするんですが。 

○松本委員 聞いたことがないですね。しかも、水田となる場所、こちら側の川ではないと

ころにあふれてきた水なので、あまり考えたことがなかったので、ちょっと自分でも調べて

みて必要かどうか、必要であれば改めてワーキンググループのメンバーにこの文言の変更を

相談いたします。 
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○田中副委員長 ありがとうございます。具体的な指摘が幾つもあるのでよく分かりました。 

 それで、ちょっと気になりましたのが、例えば調査を実施することとか、あるいは影響評

価を実施することと、こういう話があるんですが、ご指摘がある。例えば、具体的に言うと

2番のところですか、「250ha全体の影響評価を実施すること」、あるいは 7番の雨季も実施

する、ベースライン調査を雨季も実施すること。これは今回のスコーピングレベルでこうい

う調査をして、いわばスコーピング案のリバイスしたバージョンをつくってくださいと、そ

ういう話なのか、あるいは EIAの段階で、中には、EIAの中ではこのような予測をしっかり

やれというような、そういう指摘も確かにありまして、EIA の中で、つまり次のステージに

進んだときにそういう影響評価なり、あるいはその調査結果を盛り込めと、こういう話なの

か、少し文脈が最後の文末のところが両方とれるような表現になっている。このあたりはど

うなんでしょうか、もし使い分けができるのであれば使い分けを、つまり EIAでやることと

して、先でもいいから、ともかくこういうことをやりなさいという指摘なのか、あるいはこ

のレベルできちんと確認をして盛り込むべきであるということなのか、この点を確認したい

なと思いました。 

○松本委員 これは EIAのスコーピング段階、もう実は EIAは始まっている。 

○田中副委員長 始まっている。 

○松本委員 ですので、調査項目に入っていないものは調査項目に入れてくださいと、現行

行われている EIAの中でこれは実施してくださいということですので、ほぼ同義といえば同

義です。 

○田中副委員長 そうすると、むしろ EIAの中でも、こういうことはちゃんとやってくださ

いねという指摘を盛り込んでいるという趣旨でよろしいんですね。 

○松本委員 そうですね。これも議論になったんですが、実は EIAは始まっているんです。 

○田中副委員長 それはおかしいですね。 

○松本委員 これは非常に問題であるのではないかというふうな議論がワーキンググループ

でありました。PPPであるということもあるのかもしれませんが、もう数カ月前から EIAが

始まっているんですね。従って、そういう疑問を持たれたかと思います。ただ、JICA側ある

いはコンサルタント側からは、もちろんここで指摘をされれば、ちゃんと今の EIAの調査の

中でやりますというふうには言っているので、特に支障はありませんという説明でしたけれ

ども、むしろ私たちの立場からすると、やり直さなきゃいけないものがあったら、それは二

度手間じゃないですかと、ですから、やはりこういう段階があるのですから、スコーピング
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の議論を我々がした後で EIAは始めていただいたほうがいいのではないかという議論はワー

キンググループでさせていただきました。 

○田中副委員長 今の点は、JICAのガイドラインに抵触するということはありませんか。ス

コーピング段階でしっかり助言を受けた後に EIA に入るとかそういうことはありませんか。

つまり、日本の法制度であれば、方法書の段階が終わらないのに準備書が始まるということ

は基本的にあり得ないんだけれども、どうなんだろう。事務局、どうでしょうか、そのあた

りの解釈は。 

○村山委員長 今の点は事務局にお答えいただくべきところですが、私の理解では、あくま

で JICA は EIA の支援をしていて、EIA 自体は相手国が実施をするという形になっているの

で、ガイドラインの中で EIAそのものについては実は明確には示されていないですね、タイ

ミングも含めて。そういう理解でよろしいでしょうか。 

○河野 おっしゃるとおりかと思います。この調査自体がどういった形で進んだか、承知し

ておりませんが、何らかの理由があってタイミングがずれたかと思います。基本的にはスコ

ーピング段階、つくっている段階で委員会に諮るというのが基本的なスタンスだと思います

ので、関係課のほうにも伝えていきたいと思います。 

 以上です。 

○村山委員長 よろしいでしょうか。 

 では、他に。 

○高橋委員 高橋ですけれども、20と 21の関係についてちょっとお伺いしたいんですが、

これ 20でいう IBAとなっている南部の湿地帯というのと、21の雨季氾濫原というのは場所

的には違う場所なのかどうかということ、そして 20 のほうでは、水生植物、鳥類の影響と

いうことがありますが、21は、もし場所が違うのであれば、こちらでもやはり水生植物や鳥

類への影響というのもあると思いますが、魚種等、等に入るのかどうか分かりませんが、そ

の点お伺いしたい。 

 あと非常に細かくて恐縮ですが、20番の「野性鳥類」の「性」は多分「生きる」というほ

うの「生」じゃないかというふうに思います。 

 以上です。 

○米田委員 これは私の出した助言なので、私のほうから回答させていただきます。 

 20番と 21番の場所の問題ですけれども、20番は、この IBAというのが二つの川の間の、

メコン川ともう一つ川があって、その間のところなんですけれども、この IBAに指定されて
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いる湿地帯というのは、一応範囲がありまして、そこは約 5 万 ha という非常に大きなとこ

ろの、その一番はじっこに今回の SEZの予定地が位置しているということになっています。 

 21 番のほうで「雨季氾濫原」という書き方をしましたのは、もうちょっと全体を考えて、

氾濫原全体のことを考えています。ですので、21番のほうが範囲が広いというイメージです。 

 21 番のほうに水生植物などを書いていないのは、21 番に関わってくるものは多分たくさ

んあるだろうなと思って具体的にあまり挙げていません。魚が氾濫原を産卵に使っていると

いう話は聞いたので、それは多分あるだろうなと思うんですが、それ以外にどれだけ影響す

る生物種があるかというところが分からなかったので、「等」という表現にしました。 

 「野性鳥類」の「性」については、ご指摘のとおりなので修正したいと思います。 

○村山委員長 それでは、他。原嶋委員、どうぞ。 

○原嶋委員 些細なことですけれども、言葉の問題で、例えば 2 番では「SEZ の候補地」、

10番では「SEZサイト候補地」、15番では「SEZ用地」、20番では「SEZ予定地」、22番で

は「SEZ 対象地」、同じことを指しているのであれば整理していただいたほうがいいと思い

ます。 

 あと 18 番の「NCT」の略がちょっと私すぐ初見では分からなかったので、もし差し支え

なければ教えていただきたい。 

 以上です。 

○松本委員 NCTはコンテナターミナルのことです。 

 対象地、予定地については、分かりました。今日、長谷川委員がいらっしゃれば、一言が

っとやってくれたと思いますが、相談をしてきっちりと用語を統一いたします。 

○村山委員長 では、大体よろしいでしょうか。 

 では、少し追加でご検討いただくところがありますので、あとは松本主査を中心によろし

くお願いいたします。 

 ありがとうございました。それでは、第 3議題についてはこれで終わらせていただきます。 

 では次に、4番の「案件説明」ということで、今日は 2件議題に上がっております。 

 一つが、インドネシアの新港整備事業ということで、有償資金協力のエンジニアリングサ

ービス（E/S）ということです。 

 では、ご説明のほうをよろしいでしょうか。 

○五月女 東南アジア・大洋州部東南アジア第一課、五月女と申します。よろしくお願いい

たします。 
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 それでは、インドネシア共和国チラマヤ新港整備事業（E/S）に係る案件の説明をさせて

いただきます。 

 まず目次ですが、1 番、現状と課題、2 番、事業概要、3 番、事業対象地域、4 番、今次

E/S分審査時確認事項、5番、今後のスケジュール、6番、環境調査スケジュールということ

で、この順番でご説明させていただきます。 

 本案件に関しましては、昨年 6月に実施しました環境助言委員会全体会合の協力準備調査

に係るスコーピング案について案件の概要についてご説明しておりますが、簡単に復習させ

ていただければと思います。 

 まず、ジャカルタ首都圏ですが、現在、北部のタンジュンプリオク港において唯一の国際

コンテナターミナルを扱う港がございます。それが地図でいうこちらになります。年々その

貨物量が増えてくることによって、かなり荷物の許容量が逼迫しているということで、今後

2020 年にはさらにその貨物量が増えてくるということで、今後新たに、ジャカルタから約

60km の地域にチラマヤ港という港を新設して国際ゲートウェイを設ける。これによりまし

て陸上交通量の抑制、ひいては同州の深刻な交通渋滞の緩和に資するということです。 

 次に 2点目、事業概要でございますが、まず、港の建設事業がございます。そちら、主に

コンテナターミナル、自動車ターミナル、オイルターミナル、ローロー船ターミナル、あと

航路が含まれております。 

 その他にアクセス道路建設ということで、前のスライドに戻りますが、チラマヤ港からこ

ちらのジャカルタ－チカンペック高速有料道路につなぐアクセス道路の建設というのが

30.5km含まれております。それに加えてコンサルティング・サービスということで、これが

事業全体の概要になります。 

 今回、港に関しましては、フェーズ 1、フェーズ 2 ということで開発が組まれておりまし

て、今回はフェーズ 1の建設事業ということで検討しております。 

 環境カテゴリ分類ですが、こちら A ということで、「港湾・道路セクター、影響を及ぼし

やすい特性及び影響を受けやすい地域に該当するため。」ということで A とさせていただい

ております。 

 事業対象地域ですが、こちらもう既にご説明しておりますが、こちらはジャカルタ北部に

ありますタンジュンプリオク港が既存港でございますが、これの代替港ということで、チラ

マヤ新港を開発します。それに加えてアクセス道路、約 30kmの建設を検討しております。 

 周辺地域ですが、こちらはチラマヤ周辺の航空写真でございます。この地域の写真になり
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ます。ここにこちらの埋め立てで新たな港を建設するという計画でございます。 

 こちらがジャカルタ－チカンペックの有料道路でございまして、こちらの黄色いこの線で

すね、こちらの有料道路になります。こちらの有料道路にインターチェンジを建設しまして、

約 30km 先のチラマヤ新港につなぐということです。現在、道路に関しましては、高架式を

検討しております。 

 4 番目ですが、今次 E/S分審査時確認事項ですが、まず、事業の必要性・妥当性を検討し

ます。 

 次に、事業スコープですが、こちらは、まずは E/S（エンジニアリングサービス）の借款

を供与するということで、エンジニアリングサービスに係るコンサルタントの TOR、そして

M/Mを合意していきたい、確認していきたいと思っております。今回のコンサルティング・

サービスには詳細設計と入札補助、これは建設に係るコントラクターの支援という入札補助

を検討しております。 

 次に事業スケジュール、これは道路と港を一体として進めていかなければいけないという

ことで、先方の関係実施機関と事業スケジュールについて確認したいと考えております。 

 次に、事業実施運営体制、運営・維持管理体制の確認ですが、こちらも道路と港で関係す

る実施機関が異なりますので、それぞれの実施機関に係る運営体制についてインドネシア側

と確認し、合意できるものについては合意していきたいと考えております。 

 次に、E/S 分の事業コスト、これは上の事業スコープと連動する話ですが、コンサルタン

トの TOR をまず固めて、M/M を固めた上で事業コストを固めるということで考えておりま

す。 

 次に、供与条件ですが、現時点では一般アンタイドの通常の借款の条件、標準の条件でイ

ンドネシア側と確認し合意していきたいと思っております。 

 最後に、環境社会配慮関連スケジュールについて、確認し合意できればと考えております。 

 5点目ですが、今後のスケジュールです。 

 協力準備調査、現在も実施しております。2012年の初めに始まりまして、現時点で最終段

階に来ていたんですが、いろいろと助言委員会のスコーピングの 6 月の全体会合、7 月のワ

ーキンググループの中でいろいろとご指摘いただいた事項がございましたので、現在延長し

て協力準備調査を実施しているところです。本来であれば、昨年末もしくは今年初めにドラ

フトファイナルに係る助言委員会への説明、報告をさせていただく予定でしたが、延長して、

現時点では 7月下旬ごろを予定しております。 
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 それと並行して、E/S事業、今回の E/S借款に係る検討を開始しております。助言委員会、

これは本日行われている助言委員会への報告で、その後、審査、E/N、L/Aの締結が 4月、5

月ごろで、その後、コンサル選定を行いまして、10 月か 11 月ごろに詳細設計を開始できれ

ばと考えております。 

 その後、本体事業の借款、供与に向けた準備が始まりますが、まず、助言委員会への環境

レビューということで、これは今年の 10 月、11 月ごろを予定しております。その後、審査

を行いまして、E/N、L/Aを 2014年 3月ごろを考えております。 

 最後に、環境調査スケジュールの確認ですが、環境調査既存データ収集、これは既に協力

準備調査の中で 2月から開始されております。 

 スコーピング（案）を作成し、6月、7月にご報告させていただいております。 

 それと並行して、現況調査を 10月まで実施しております。 

 その後、環境影響評価書、インドネシアでは AMDAL ですね、AMDAL の作成準備という

ことで、現時点では今年の 7月ごろまでかけて AMDALを作成するということを考えており

ます。 

 その後、インドネシア政府の中での許認可取得の手続に入ります。それを今年 11月中に承

認を得たいと考えております。 

 併せて、住民移転計画書、LARAPの案の作成を AMDALと一緒に同時並行で進めて、7月

末までに作成を終えるということで考えております。 

 以上で報告とさせていただきます。 

○早川 東南アジア第一課の早川と申します。若干補足をさせていただきますと、冒頭申し

上げないといけなかったんですけれども、申し訳ありません。本件、先ほどのスライドの 1

枚前にめくっていただいて、ここにありますとおり、もともと協力準備調査を実施中の案件

で、さらに協力準備調査の前にはマスタープランを行っていた案件という形になります。協

力準備調査のほうは、かなり徐々に終盤に近づいてきているわけですけれども、今般、イン

ドネシア政府のほうで事前要請というふうに呼んでいるんですけれども、要請がほぼ出てく

るというような形勢になりましたので、審査の準備を始めておりまして、このため、今回の

助言委員会でご報告しているということになります。 

 本来的には、協力準備調査のほうの DFRの助言委員会の部分を受けて、E/Sの審査に入れ

ればいいんですけれども、今、E/S 借款ということでの要請が上がってくるということで、

基本的にはドラフトファイナル、協力準備調査のドラフトファイナルでいただくご助言につ



- 13 - 
 

いては、本体審査の段階で対応する。できるものについては、E/S ローンで融資をされるコ

ンサルタントの最初の作業の中でも併せて対応するということを考えております。 

 それから、冒頭、2012年 6月でしたっけ、協力準備調査のほうの助言委員会のスコーピン

グのときにいただいたコメントにつきましては、協力準備調査の中でかなり対応を進めてき

ておりまして、漁民ですとか住民の生計手段への対応ですとか、あと珊瑚礁、マングローブ

への影響、それから浚渫土砂の投棄等々、主立ったところを申し上げるとそういったところ

があると思いますが、そちらのほうについては調査の中でも対応を進めてきております。で

すので、そちらのほうの調査の状況も踏まえながら、E/S の審査を今回行いたいというふう

に思っているところでございます。 

○村山委員長 ありがとうございました。 

 助言委員会として何か文章を出すというのは、DFRの段階ということですね。 

○早川 はい、そちらでいただいて。この中でも、スコーピング段階で既にいただいたもの

については、基本的に調査の中でも対応してきておりますので問題ないと思いますが、何か

新しいご助言をいただいたというような場合につきましては、別途、本体審査での対応、あ

るいはそれに先立って E/S借款のコンサルタントの冒頭のところの作業がありますので、そ

ちらの中に織り込んで対応したいというふうに思っております。 

○村山委員長 今回ご報告をいただいたのは、協力準備調査に関連する E/Sの事業が始まっ

たので、その内容についてお話をいただいたということですね。 

○早川 はい、ご報告ということで。 

○村山委員長 それで、ドラフトファイナルの段階では、現在始まってきた E/S事業の内容

も反映されると考えてよろしいでしょうか。 

○早川 今回の E/S事業の審査の内容は、今年の 7月ごろにお出しするドラフトファイナル

レポートの中には反映されるという形になると思います。 

○村山委員長 満田委員、どうぞ。 

○満田委員 この E/S事業の取り扱いについては、環境社会配慮ガイドラインの策定の段階

でも大きな議論になったところです。E/S が一旦始まってしまうと、E/S を詳細設計などの

調査事業だから前ガイドラインではカテゴリ A相当であっても、カテゴリ B扱いでいいので

はないかというような議論もあったわけなんですが、いや、本体事業がカテゴリ Aであるの

であれば、それに先立つ E/S事業であっても A相当に扱うべきだというような議論がござい

ました。 
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 結果的に、このガイドラインの 13 ページになっているような取り扱いになりまして、本

体事業、つまりこの場合はカテゴリ A というような扱いになるわけですが、ただし、その

E/S の中で、または並行して必要な環境社会配慮調査を実施する場合は、この書き方は非常

に分かりづらくありますが、本体事業の中の環境レビューでそれにかえることもできるとい

うような趣旨だと私は理解しているんですが、ということなんだと思います。 

 ただ、私としては非常に懸念を持っているのは、要は、意思決定のタイミングがお互いに

重なり合って、どのタイミングで何を見ながら意思決定を行うのか、つまりずるずるといっ

てしまうということを非常に懸念しています。 

 この事業について、このスライドの 5のスケジュールのところを見て、例えば、協力準備

調査と E/S事業が重なり合っている。そして E/S事業で詳細設計をやるタイミングと本体事

業の環境レビューが重なり合っている。つまりこの事業について何かストップをかけるよう

な重要な何かが発見されたときに、このスケジュールだと歯止めをかけることが果たしてで

きるのかなというのが私は JICAにお聞きしたいと思います。 

 さらに言うならば、このガイドラインの 12ページのほうの 3.2.1の 3.ですね、協力準備調

査を実施したプロジェクトについては、カテゴリ A、プロジェクトについては必ず環境レビ

ュー前に最終報告書、もしくはそれに相当する文書についてウェブサイトで公開するという

ことになっているわけですよね。つまり協力準備調査を終わらない段階で E/S事業というも

のの E/S事業の審査をやって進めてしまっていいのかというのは要検討なのかなというふう

に思っています。そこら辺はどのようにお考えなのでしょうか。 

○早川 ご指摘の点については、私どもも、この E/S事業の取り扱いについては、そのガイ

ドライン策定時にいろいろご議論があったということは聞いておりますけれども、私たちの

ほうとしては、このスケジュールをもって環境ガイドラインで求められている要件、それか

ら助言委員会からいただいているコメントをしっかりと入れ込んでいくということについて

は特段問題はないというふうに思っております。 

 それから、歯止めがきかないということにつきましても、本体事業を実施する際の環境レ

ビューで何か問題があるということになった場合につきましては、本体借款は実際、当然の

ことながらつけられないということになると思いますので、非常に大きな歯止めになるとい

うふうに思います。 

 ここからは私個人の意見ですけれども、助言委員会のこのご意見、この場というのは、実

際にこの事業を形成したり審査をしたりという立場からしますと、極めて重いものでござい
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まして、むしろこの手続を本当にきちっとした形でクリアしていくということから逆算して

いろいろな仕事をしてきております。ですので、そこのところについては あまりご心配いた

だかなくても十分にセーフガードとしては機能しているのではないかというふうに思います。 

○満田委員 一番最後の点ですね、3.2.1 の 3.との整合性については、つまり協力準備調査

については環境レビュー前に最終報告書を公開するということについては、これは E/Sであ

っても適用されるかもしれないと思うんですが、そこら辺についてはどういうお考えなので

しょうか。 

○河野 審査部のほうからお答えします。 

 我々の理解では、現在、協力準備調査を行っていまして、そのドラフトファイナルレポー

トが 7月か 9月までに出ます。その後に本体事業の環境レビューを行うようになっています

ので、本体事業の環境レビュー前にはドラフトファイナルレポートは公開されるということ

かと思います。特にガイドライン上問題はないと思っています。 

○満田委員 つまり、この E/S事業の審査と書いてあるのは環境レビューではないというこ

となのでしょうか。 

○河野 そうですね、あくまでこれは先ほど資料の中で説明ありましたように、E/S 借款の

審査であって、この段階では環境レビューは行っていないという理解であります。 

○村山委員長 本体事業の審査と書いてあるところで、環境レビューの審査が行われるとい

う理解でよろしいですか。 

○河野 そのとおりです。 

○村山委員長 いかがでしょう、満田委員。よろしいでしょうか。 

 今回は、先ほどの 5 のスケジュールでいくと、準備調査の DFR の議論があって、若干時

間を置いてから環境レビューの審査という、助言委員会もその時点で関わるということです

ので、その間のタイミングは確保されているようですが、ただ、先ほど満田委員おっしゃっ

たように、詳細設計が同時に始まるようなスケジュールですので、その点がどうかというご

議論だと思います。 

 いかがでしょうか。少し手続的なことがありますが、他に。清水谷委員、どうぞ。 

○清水谷委員 質問ですが、このたびのチラマヤ新港整備事業というのが、実際に事業の概

要として、港湾の建設とアクセス道路の建設と大きく二つあると思います。そのときに実際

インドネシア政府の担当になる部署も公共事業省の道路総局であったり、港湾はまた別の部

署になると思いますが、結局承認するところも違うということは、DFRも実際にそれぞれ違
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う、それぞれ個別のものが一式ずつ用意されると理解すればよろしいでしょうか。 

○早川 報告書自体は一つという形になります。ただ、おっしゃるとおりで、関係機関は運

輸省、これは港のほうを見ているほうと、それから道路を見ている公共事業省の道路総局と

いうのがありますので、そちらの両方に諮る形に当然なります。 

○村山委員長 よろしいでしょうか。 

 それでは、1 点だけ確認ですけれども、スコーピング案で出てきた内容から、この今日の

ご報告でより具体的になっている点はありますでしょうか。例えば、道路のスペックとかそ

のあたりは少し具体的にあったでしょうか。 

○早川 主立ったところについて、簡単に現状をご紹介申し上げます。大体五つほど主な点

があったと思うんですが、まず、漁民それから周辺住民への生計手段の対応ということにつ

いては、協力準備調査の中で生計回復のプログラムを提案しておりまして、このもともとの

提案に当たっては、ステークホルダー協議等を行いながらやっているということが一つござ

います。 

 それから二つ目、珊瑚礁ですとかマングローブへの影響というお話もあったんですが、珊

瑚礁につきましては、影響が一番少ないサイトを選んでいるということ、それから珊瑚礁へ

の水質の濁りの許容値というのを日本、カナダ、オーストラリアの例を参考にシミュレーシ

ョンを実施しまして確認をしているということがございます。地元の大学等の協力を得てや

っております。それから、マングローブの伐採については、行わないというような形で今調

査のほうは進めております。 

 それから、ちょっと種類が違いますが、3 点目が、施設の地震の影響の話、予測の話があ

ったんですけれども、こちらにつきましては、過去 20 年間大きな地震が幾つかございまし

たので、そちらの規模と被害状況を確認しましたけれども、大きな被害は確認をされていな

いですとか、また、それから施設の設計をフェーズ、協力準備調査の中でやっておりますが、

こちらにつきましてもパラメータといいますか、そういったものも見直しながら進めている

ということがございます。 

 それから、浚渫土砂の投棄につきましては、投棄場所を漁業区域から外し、それから生態

系のバランスに影響が少ない場所を選ぶということで、具体的にはかなり沖に出た場所で水

深がとれるところに投棄をするというような形で調査を進めてきております。投棄の濁りの

拡散のシミュレーション等についても、行ってきております。 

 それから、ステークホルダー協議で幾つか意見が出ておりましたけれども、雨季に河口周
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辺が洪水のような状態になったりするというようなお話があって、河口の浚渫が必要だとい

うようなご助言をいただいておりますが、これについては、原因等を調べたところ、海側か

らの漂砂で砂がたまっているようなのが主たる原因ということもありますので、防波堤の建

設を後で提案したりしております。 

 それから、今、先生からありましたところ、道路のところにつきましては、仕様自体は高

架の仕様で検討してきております。他方、ステークホルダー協議の中で、一部オートバイで

すとか自転車、歩行者の、例えばレーンをつくってくれというようなお話があったんですけ

れども、こちらの対応をどうするかという話がありましたが、これにつきましては、高架で

自動車専用道ということもありますので、なかなかそこに歩行者のレーンをつくるというの

は難しいと思っております。ただ、用地のアベラビリティと、コスト、あとはこういった附

帯的な設備をつけることによる利便性の向上というようなもののバランスについて E/Sの中

で検討した上で最終的な結論を出していきたいというふうに思っております。 

 すみません、全部で 41 項目ご提言をいただいているんですけれども、まとめて申し上げ

るとそのような形でございます。 

○村山委員長 はい、分かりました。 

 それではよろしいでしょうか。では、この件についてはこれまでとさせていただきます。

ありがとうございました。 

 では、もう一つありますが、すぐ可能ですか。では、次に移らせていただきます。 

 2 番目が、インドネシアの廃棄物処理施設の整備、こちらもエンジニアリングサービス

（E/S）ということです。 

 では、よろしくお願いいたします。 

○高林 東南アジア第一課の高林と申します。よろしくお願いします。 

 インドネシア共和国西ジャワ州廃棄物処理施設整備事業（E/S）のご説明をさせていただ

きます。 

 目次でございますが、先ほどと基本的に一緒でございます。 

 現状と課題、事業概要、事業対象地域、今次 E/S分審査時確認事項、今後のスケジュール、

環境調査ということでご説明をさせていただきます。 

 現状と課題でございますが、本件は、昨年まで、PPPF/S 調査を実施していたものでござ

いまして、その後、インドネシア側から PPPによる事業実施は財務性等の問題が困難と判断

し、全額公共事業ということで円借款として実施したいということで要請がされる見込みの
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案件でございます。 

 すみません、失礼しました。そのうえで現状と課題でございますけれども、先般も昨年の

助言委員会においてご説明させていただいたものと基本的に同じでございますが、インドネ

シア国内の廃棄物の現状といたしましては、オープンダンピングによる環境問題が全国的な

課題となっております。 

 これを受けまして、インドネシア政府は、各自治体管理課の最終処分場のうち、オープン

ダンピングを行っている施設の 5年以内の閉鎖を規定いたしました。 

 ここのこの規定においては、都市廃棄物についての各主体の役割と権限、廃棄物処理施設

の建設の促進を促すものでございます。 

 本件の対象地域であります西ジャワ州のバンドン地域での廃棄物の現状でございますが、

西ジャワ州全体で約 5,500t/日の都市廃棄物がオープンダンピングされていると推計されて

おります。 

 こういう状況のもとで、2010年に西ジャワ州としても、廃棄物管理に関わる政府規則を制

定した上で、本廃棄物処理施設事業の整備計画が立てられているというところでございます。 

 バンドン都市圏全体では 1日当たり約 1,000tの都市ごみが発生しているというような状況

でございます。 

 事業概要でございますが、本事業は西ジャワ州、州都バンドン市周辺地域において廃棄物

処理施設を整備することにより、同地域における廃棄物の適正な処理の促進を図り、もって

同地域住民の生活・衛生環境の改善、及び環境保全を目的とした事業でございます。 

 事業の概要でございますが、こちらにお示ししておりますとおり、各種の建設・調達を行

うものでございますが、今次の E/S借款においては、本事業のためのコンサルティング・サ

ービスというものを対象としたものでございます。 

 事業の概要としましては、1 番で中間処理施設建設、二つ目が最終処分場の建設、3 番目

が周辺施設建設であったり配送車両の調達というものが想定されております。 

 環境ガイドライン分類は、ご案内のとおり Aに該当するというものでございます。 

 事業対象地域でございますが、こちらでお示ししているジャカルタを囲むような形で西ジ

ャワ州というものがございますが、そこの州都であるバンドン市の近くというと近くはない

んですけれども、その近隣のレゴックナンカという場所に廃棄物処理施設を建設するという

ところでございます。 

 失礼いたしました。昨年の PPPF/Sの助言委員会においては、当初、ナンボウというもう
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一つの地域も事業対象として検討がなされておりましたが、今般、インドネシア政府からは、

スコープを縮小する形でこちらのレゴックナンカ 1カ所においての処分場、処理施設建設と

いうものが要請されるということでございます。 

 今次 E/S分審査時確認事項でございますが、こちらは先ほどのチラマヤ港の E/Sと基本的

に同様でございます。 

 事業の必要性・妥当性というものを改めて確認するとともに、エンジニアリングサービス

のコンサルタントの TORの確認、M/Mの確認。コンサルタントの TORというのは、詳細設

計と入札補助まででございます。 

 事業スケジュール、事業実施運営体制、運営・維持管理体制の確認、E/S 分事業コストの

確認、供与条件の確認と環境社会配慮関連スケジュールの確認ということでございます。 

 今後のスケジュールでございますが、こちらもチラマヤのケースと下の E/S事業の部分と

本体事業の部分は基本的に同じようなスケジュールを考えております。 

 PPPF/S はご案内のとおり終了しております。助言委員会も 2 回やらせていただいており

ます。 

 E/S 事業に関しましては、本日の助言委員会を経て、審査を今月末から来月頭ぐらいで実

施を行い、3 月、4 月のところで E/N、L/A、その後、コンサルタント選定に入り、F/S のレ

ビューから始まるエンジニアリングサービスが 10 月、11 月ぐらいから始まるという形で考

えております。 

 本体事業のほうにつきましては、上のエンジニアリングサービスを受けまして、助言委員

会を今年 12月ごろ、その後に審査しまして、E/N、L/Aを翌年の 2月、3月あたりというこ

とで想定をしております。 

 環境調査の関連でございますが、インドネシア側においては、PPPF/S 提案スコープを対

象とした EIAが承認されたと先日聞いたところでございます。 

 E/Sにおいては、事業スコープを確定しつつ、この EIAをレビューし、必要があれば追加

的な EIA実施支援を行うということを考えております。 

 説明のほうは以上でございます。 

○村山委員長 ありがとうございました。 

 それでは、ご質問、コメントありましたらお願いいたします。 

 作本委員、どうぞ。 

○作本副委員長 すみません、お先に、作本です。 
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 今までインドネシアの廃棄物処分場で随分いろいろ場所を変えたりして苦労してきて、よ

うやくガルトというところですか、見つかった、ほぼ固まったということで話を聞いて、私

も嬉しいような感じを持っているんですけれども、ただ、バンドンから先のガルトまでの道

路があまり確かよくなかった、山間部に差し掛かるところですよね。さらにタクシマラヤに

なると本当に山の間を道路がくねって走るという、そういう通過点にあったかと思うんです

けれども、よく前のブカシでの廃棄物処分場に至る道も、道なりにいろいろ廃棄物が飛散し

てしまう。特にブカシの場合には道脇の住人とか、あるいは家屋にこの廃棄物で迷惑をかけ

るということでシートをかぶせるとかいろいろ議論があったんですけれども、今回は道路が

うまく整備されているのかどうか、あるいは輸送中に廃棄物が飛散しないかとか、そのあた

りの配慮がもし行われているかどうか教えていただければと思います。 

○高林 ありがとうございます。高林でございます。 

 道路の整備状況でございますが、私も先週、先々週ですか、現地を見て参りました。道路

自体は整備はなされております。ただ、ご指摘のとおり山の上でございますのでくねくねと

曲がるというところであることは間違いないかと思います。 

 そこで、先方、インドネシア側のほうとしては、中間集積所から処理場までの輸送車両の

調達というものも考えたいと言っておりまして、要は、輸送コストを下げるために、大規模

でコンパクター機能もついたようなものということを検討していると聞いております。その

ような車両が導入されるということになれば、ご指摘いただいたようなごみの輸送途中での

散らばりというものはかなり軽減が可能ではないかというふうには現時点では理解しておる

ところでございます。 

○作本副委員長 どうもありがとうございました。 

○村山委員長 では、二宮委員、どうぞ。 

○二宮委員 事業の概要を正確に理解していないので、もしかしたらちょっとずれた質問に

なるかもしれませんが、確認ですけれども、これは、バンドン都市圏の中の、いわゆる生活

ごみ、一般ごみが対象ということでいいのかということと、あと 1番の中間処理施設のとこ

ろに焼却施設というのはないんですが、それはどうしてかという点について、すみません、

確認させてください。 

○高林 ありがとうございます。高林でございます。 

 まず、ごみの種類でございますが、ご指摘のとおり生活ごみというか、一般家庭から排出

されるごみという理解でございます。すみません、一般廃棄物ということでございます。失
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礼いたしました。 

 中間処理において焼却が今ないということのご指摘でございますが、PPPF/S、またインド

ネシア側の判断として、焼却処理はコスト的に高価であるという判断がなされて、現在、コ

ンポストを中心とした中間処理というものが設定されているということでございます。 

○二宮委員 ありがとうございました。コスト的ということですけれども、そうすると、例

えば最終処分の施設の容量であるとか、あとは衛生面等、そういう問題はクリアになってい

るということでよろしいでしょうか。 

○高林 最終処分場の容量等の部分は、実はまだ議論がしなければいけないと思っておりま

す。なるべくやはり場所が限られているので、最終処分場の寿命は延ばしたいという意向で、

いかにごみを圧縮できるかというところとコストとの兼ね合いというところではご指摘のと

おり当然でございますが、今のところ、ただ焼却ほどのコストはかけないというのがインド

ネシア側の判断ということでございます。 

 もう一つ、衛生面の部分でございますが、ご指摘のとおり、そこは今後、我々も配慮をし

て見ていかなければいけない部分というふうに理解しております。少なくとも PPPF/Sの段

階でのスコープにおいては、そこは適当な対応がなされる予定というふうに理解をしており

ます。 

○村山委員長 はい、満田委員。 

○満田委員 やはりスケジュールの話なんですが、これ本体事業の、ごめんなさい、E/S に

おいて事業スコープを確定し、EIAをレビューしつつ、必要があれば追加的な EIA実施支援

を行っていくということですよね。このバーチャート上は。ですから、この E/S事業の一番

下のライン、つまり 2013年 10月ぐらいから、この F/Sのレビューとか詳細設計というもの

が始まる中で EIAのレビューとか、必要に応じて追加的な EIA実施支援が行われていくと思

うんですが、これが本体事業の意思決定に反映されるタイミングであるという理解でよろし

いんでしょうか。 

○早川 申し訳ありません、このスライドの書き方が少しあれかもしれませんが、通常の事

業でも同じだと思うんですが、事業スコープを E/Sの中で最終確定をするという趣旨でござ

います。他方、本体事業の審査、環境レビューに先立ってどれだけの作業が E/Sでできるか、

期間がどれだけとれるかというのは、多分にこの E/S事業のスケジュールの進展状況によっ

て影響を受ける可能性はあるというふうに思っております。ですので、十分な時間がとれる

場合であれば、E/S のみで対応したいというふうに思っておりますし、逆に時間的に少し不
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足しているということが見込まれるようであれば、その前段階で何らかの補足的な調査を、

例えば私どものほうで実施するとして、本体借款の環境レビューに備えたいというふうに考

えております。 

○満田委員 すみません、ちょっと正しく理解しているかどうか自信がないんですが、この

E/S の中で環境レビューをするかどうかは、ごめんなさい、E/S の中で EIA レビューをする

かどうかということはそうじゃないかもしれなくて、本体事業の環境レビューの中で JICA

さんが独立した調査を行って、EIA レビューなんかをして本体事業の環境レビューにつなげ

るという意味でおっしゃっていますか。間違っていたらすみません。 

○早川 ちょっと申し訳ありません、今ご指摘が分からなかったので、もう一度お願いしま

す。申し訳ございません。 

○満田委員 すみません、先ほどのご説明をもう一度短めにお願いします。 

○早川 本体の事業の環境レビュー、このバーチャートでいいますと、2013年末を予定して

おりますけれども、それに先立って E/Sの中で EIAのレビュー等の実施、あるいは補足的な

検討を行うということが今の想定です。ただ、E/S 事業のコンサルタントを選定する期間と

いうのが伸び縮みしますので、仮にその選定が遅れた場合等については、E/S事業の中で EIA

のレビューですとか補足の検討が十分に行えない、時間的に十分取れないという可能性もあ

ります。その場合につきましては、JICA側のほうで別途補足的な調査等を実施して補う。そ

れによって本体の借款のための審査に備えるということを考えております。これでどうでし

ょう、大丈夫でしょうか。 

○満田委員 はい、ありがとうございます。理解しました。 

 ちょっと言わずもがなだとは思うんですが、つまり本体事業における環境レビューの中で

の検討によっては、たとえ E/S事業が片一方で進んでいいたとしても、本体事業については

止めるということももしかしたらあり得るという、そういうことなんですよね。 

○早川 はい、それは私どもとしてはもちろんそういう事態は避けたいとは思いますが、制

度上はそういうふうになっていると思いますし、そういうことは可能性としてはあるという

ふうに承知しています。 

○満田委員 ありがとうございました。 

○村山委員長 原嶋委員、どうぞ。 

○原嶋委員 すみません、素朴な質問で三つだけ。 

 一つは、ジャワの廃棄物施設の事業について、これ先ほど、既に EIAは承認済みで、それ
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を、スコープを縮小する形で進めるという形になりますと、このスケジュールで今年 10 月

に本体事業の環境レビューとして助言委員会で審査とか議論するというのは、今ある環境影

響評価書をもとにするということ、既にあるものを持ち込むということになるのかどうかと

いう点が 1点と、2点目は、PPPのものを公共事業に形を変えるということで、そのときに

PPP のときに、例えば排砂の費用負担とかどういうふうにしたか分かりませんけれども、

PPP を公共事業にかえることによって廃棄物の当事者間の費用負担が変わってくる。要は、

有料化じゃなくなるとか、有料の金額が減るとか、そういう仕組みの変化が出てくる可能性

がないのかどうか。そうすると排出量というか持ち込まれる量も変わってくるんだろうと思

うんですけれども、本質的にそういう PPPから公共事業に形がかわることによって変わって

くるところというのはないのかどうかという点がちょっと気になる。そうすると、EIA が生

きない部分も出てくる可能性があるという点が 2点目。 

 3 点目は素朴な質問で、今回こうやってインドネシアで 2 件立て続けで本体事業に先立っ

て E/Sが出てくるのってどうしてなんですか。それだけです。その背景ですね、何か特別そ

こ。 

○早川 1 点目のご質問につきましては、基本的には今ある EIAをベースとして本体事業の

検討を行うということを想定しております。ただし、今回、E/S 事業の審査を行う際に改め

てスコープの若干の出入りが発生した場合等につきましては、当然何かの補足的な追加なり、

加除といいますか修正が EIAのほうに必要になってくるというふうに思っております。 

 それから、二つ目ですけれども、PPPから公共事業に切り替えた際の影響ということです

が、もともと PPP事業で想定をしていましたのが、サービス購入型の PPPといいますか、

PPPを実施する事業体、民間の事業体は、施主である西ジャワ州側からお金をもらう仕組み

になっておりまして、直接住民から、例えば収集費を徴収するという仕組みではなかったの

で、そういう面では今回 PPPから公共事業に切り替わっても、そちらの料金の徴収という面

では特に影響は出ないというふうに考えております。 

 三つ目の、E/S 借款が二つたまたまあるというのがどうしてかというご質問なんですけれ

ども、これは多分にインドネシア側の要望もございまして、本件に限らずですけれども、多

額の本体事業を含めた多額のローンを受ける前に、あらかじめ E/Sだけ先出しをして検討を

しようというような意識があるのだというふうに理解をしております。私たちのほうも、そ

ういう面では、E/S 事業ということでワンステップ入れることによって、環境面も含めてな

んですけれども、様々な面でより慎重にアプローチできるというところもありますので、そ
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れにいわば乗っているといいますか、その結果というふうにお考えいただければというふう

に思います。 

○谷本委員 既にPPPのF/Sのドラフトファイナルレポートで検討はされていると思います

が、2点教えてください。 

 まず、中間処理施設で廃棄物の圧縮等行われるということですが、ここで水の汚染の問題、

汚濁の問題は起こりませんねということですね。やはりどうしても最終処分場のところが気

になるということで、そこのところで問題ないでしょうねということです。 

 それからもう一つは、ランドフィルされると思うんですけれども、メタンガスの処理は問

題ないですよねと、まさにこの 2点を教えてください。 

○高林 ありがとうございます。水の線、浸出水の課題に関しましては、PPPF/S のドラフ

トファイナルレポートにおける助言でもご指摘をいただいておりまして、そこについては、

現時点で彼らが計画しているものは、いただいた助言を踏まえた形で適切に処理がなされる

計画になっているという理解でございます。これは引き続き我々としても確認をやっていき

たいと思っております。 

 二つ目の埋め立て最終処分場におけるガスの問題についても、同じくそこは対応するべく

設計を前提とした計画になっているという理解でございます。 

○谷本委員 燃やしますか。 

○高林 メタンを、今それは検討しておりません。 

○谷本委員 大気中に放出をすると。 

○高林 はい、そのはずです。 

○村山委員長 谷本委員、よろしいですか。 

○谷本委員 はい。 

○村山委員長 清水谷委員。 

○清水谷委員 確認をしたいのですが、日本では一般的に一般廃棄物の処理施設というのは

市町村、市が管轄をして処理をします。その理由というのは、やはり広域ではなくて、ごみ

が発生して近いところで処理をするという理由だと思いますが、今回は一般ごみが対象にな

っていますが、実際に事業主といいますか、管理する側というのは西ジャワ州という州全体

ということでしょうか。そうなると、この地図で見る限りは、長さ 400km で厚みが 200km

あるような形、今、私は山口に住んでいますが、多分、中国地方ぐらいになってくると思い

ます。そこで今回の施設が結局広域の西ジャワ州全体から集めてくる予定なのか、それとも、
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どのエリアまで地図上で規定されて、これ以上の遠いところは持ってこないとか、そういう

ことは決まっているのでしょうか。例えば、これは環境影響評価を考察する中で、実際にご

み処理施設というのは結構その大気汚染とか水質とか重要ですが、もう一つ重要なポイント

としては、やはりそこのごみを出し、持ってきたりするところの車の出入りする距離や頻度

があります。そういう意味であまり広域になってくると、広域でごみをいろいろ持ってきた

りするところをしっかり考慮しないといけないということだと思いますので、そのあたりを

教えていただきたいと思います。 

○高林 ありがとうございます。広域で市町村でなく、インドネシアの場合、県市と呼んで

おりますが、でなく広域というのは処分場、処理場の用地の問題で広域にならざるを得ない

ということで、州としてもなるべく州が中を取り持つ形で、県市が広域で処理場を運営して

いく、もしくは建てていくというようなことを進めている現状がございます。一方でといい

ますか、今回のレゴックナンカに関しましては、周辺の 5から 6県市、これは一つの市がま

た、県が入るか入らないかというのがまだ議論中で入るということで今話は進んでいるそう

ですが、いずれにしても、周辺の五・六県市のごみを集めるということで話が進んでおりま

す。この一つが入る、入らないはまさにご指摘のところで、輸送コストも含めてここに持っ

てくるのが適当かという判断が一つの県において最終的になされるかどうかというところの

確認中という話でございます。ただ、全体の廃棄物量に関してはかなりそれだけ遠くから持

ってくるので、ボリュームを今小さく見ているということなので、全体の計画には大きな影

響を与えないだろうというふうに理解をしております。 

○村山委員長 よろしいですか。 

 では、他よろしいでしょうか。 

 では、私のほうから 2点質問プラスコメントですけれども、一つは、この案件については、

PPPF/Sということで 2011年、今確認をしたら 8月 1日が DFRの助言をこちらで出してい

るわけですね。それからもう 1年半近く経っているわけですので、今日もしご報告いただく

とすれば、やはりそれに対してどう対応されているかということについては資料で出してい

ただいたほうがよかったという気がします。先ほどいただいたご質問も、ある意味そこでカ

バーされている部分があったと思いますので、その点についてはぜひ、少なくとも今後こう

いうことがあればご対応いただきたいということです。 

 もう一つは、先ほども原嶋委員からご指摘がありましたが、もともと当初 PPPという位置

づけであったものに対して環境レビューまでいくというのは、多分初めてではないかと思い
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ます。当初 PPPの案件については、環境社会配慮について実施の可能性をある程度配慮をす

るというような話もあったような気がするんですが、こういうような案件が出てくるという

ことはあまりそういうことは配慮しないで、通常の F/Sと同様の形で議論をすべきというこ

とになりますでしょうか。それを除いたとしても、環境レビューの段階では、PPPF/S の段

階で 2カ所あったものが 1カ所に絞られていますので、ある意味、改めてこちらで議論をす

るということが必要だと思うんですが、今後こういった案件が出てくるような状況なのかど

うか、これはかなりイレギュラーなのか、そのあたりの感触がもしあれば教えていただけれ

ばと思います。 

○河野 審査部からお答えいたします。 

 1 点目の資料については、助言委員会をまた環境レビューで行いますので、その時にご説

明させていただくことと思っていましたけれども、おっしゃるとおり 1年半も経っています

ので、今後は気をつけたいと思っています。 

 2点目については、PPPの案件がこういった形でつながるかというのは、我々もあまり情

報を持っていなくて、そういった意味では、今回ある程度特殊なケースではないかと思いま

す。 

○村山委員長 では、よろしいでしょうか。もしないようでしたら、これでご報告について

は終わらせていただきます。どうもありがとうございました。 

 では、4 時になりましたので、通常ですと休憩なんですが、あと残るのはその他というこ

とになります。ただ、その他も幾つかあると聞いていますので、休憩を入れるかどうかとい

うことですけれども、事務局のほうではいかがでしょうか。 

○柿岡 今のところ満田委員が間もなくお時間、それから 4時半には田中副委員長がご退席

と伺っておりますが、一つ、その他の議案の中で、前回ご提示いただきましたミャンマー・

バルーチャンの話をどうするかということがあります。満田委員、もうお時間として厳しい

ですか。 

○田中副委員長 まだいられそうなんですか、もういられないんですか。 

○満田委員 ちょっとそろそろ。 

○村山委員長 満田委員、もうそろそろ退席されるということですね。そういうことであれ

ば、前回のまとめと、それから今回の満田委員の提起にかかわらず、今後こういった委員か

らのご提案があった場合の処理の仕方については議論ができると思いますので、その点につ

いてはやりますか。 
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○柿岡 それでは、満田委員のほうで問題なければ、今後の対応についてこの後引き続きと

いうことでよろしいでしょうか。 

○村山委員長 あるいは次回やったほうがよければそうしますか。 

○満田委員 皆さんにお任せします。すみません。 

○村山委員長 そうですか。はい、どうぞ。 

○満田委員 すみません、今日は外せない急用ができてしまいまして退席させていただきま

すが、バルーチャンについて、前回、環境ガイドライン上どうかというような議論に集中し

てしまいまして、皆さんの貴重な時間を割いてしまって申し訳なかったなとは考えているん

ですが、そういう視点ではなくて、私としては、ぜひバルーチャンについては前回の意見の

委員会の場では、委員会の本会議にかけるべきではないというような、何となく全体的な雰

囲気だったのかなというふうに理解していますので、それについてはそれで結構ではないか

なと思います。ただ、このようにやはりグレーゾーンにある案件について、グレーゾーンと

いうのは、委員会に JICA がかけると思わなくても、ぜひかけていただきたいというような

案件というのは時に出てくると思うんですね。それについては、やはり議題に上せていただ

けるようにお願いしたいと思います。通常の委員会でも、委員が議題を提起するということ

はあるんじゃないかと思いますので、JICAが議題を決める他に、ぜひ何か委員からも議題提

起ということがあってもいいんじゃないかと私は考えていますので、そこら辺について、も

しルールを決めるということであれば、ご考慮いただければと思います。ということで、す

みませんが。 

○村山委員長 それでは、続けてやりますか。恐らく 30 分はかからないと思いますので、

続けさせていただきたいと思います。 

 では、その他について、今のことを含めて最初にやりたいと思います。前回、私は欠席い

たしましたので、進行をお願いした田中副委員長のほうから前回のまとめをお願いできれば

と思います。 

○田中副委員長 そうですね、分かりました。 

 それでは、私のほうから、前回、特に最後の時間に 1時間ばかりですか、皆さんから率直

な意見交換をしていただいて、ちょうど満田さん今お帰りになられましたけれども、問題提

起を受けて、この問題をどう扱うかということを、それぞれお一人ずつご発言をいただいた

かと思います。 

 私なりに少しそのあたりのことを整理をすると、第一に、これは満田委員も確認済みの話
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ですが、一応このバルーチャンの案件を、いわゆる通常の案件審査のような形で取り扱おう

という趣旨ではないことでよろしいんではないか。つまりそれはそういう必要はないんでは

ないかと、こういうことはまず第 1点確認できたかと思います。 

 第 2点は、とはいえ、今最後にお話しされたように、助言委員会の、要するにその場で、

その他の議題として意見交換もしくは質疑、審議をする、そういうことをしてはどうかとい

うことが争点になったわけです。これについては、それぞれからご発言をいただいた中で、

一応それはそれでその他の中で意見交換をし、質疑をし、その経緯はきちんと議事録に残し

てもよろしいのではないか、こういう委員が私の理解では数名いたかと思います。 それから、

それに対して、これは、ある意味助言委員会の現行の所掌規定、つまりこの案件は、時系列

からいえば、もう既にガイドラインにかからない、外れている案件であるし、それから事業

の特質そのものからしても、たしかリプレースですかね、発電機そのものリプレースであっ

て、大きな環境面に対する負荷を与えるものではないということで B 相当に当たるんだと、

そういう経緯の説明が事務局からあって、それを含めると助言委員会の所掌に入らないので

はないか。従って、そうであれば、もしこのことが助言委員の中の委員が関心を持っている、

あるいは質疑をしたいということであれば、今までもそういう先例があったわけですが、い

わゆる助言委員会として一たん閉じた後残る、あるいは有志のような形で質疑をする。その

場合には、議事録という形では残らないし、助言委員会が審議をしたという形にもならない

わけですが、一応内容の確認はできる。たしかそういう二つのあり方が提起をされて、後者

のほうについて言えば、私の理解では、今、満田委員さんが申し上げたようにもう少し多く

て、より多くの方がそちらのほうでよろしいのではないかという意見表明をされたかなとい

うふうに思います。 

 大体それが当日の意見の分布のあり方でありまして、それを踏まえますと、当日私は一応

結論はそこの段階では、およそ固まったというわけではありませんが、そういう方向かなと

思ってはいたんですが、一応委員長が出席をいただいた次回に確定をしたいということで皆

さんに申し上げて本日に至ったわけです。一応当日の全体的な進行させていただいた者の判

断からすれば、一応この案件については助言委員会の、いうならば外で質疑あるいは確認を

していただいた、そういう形で、助言委員会の正式な議事には載せなくてよろしいのかなと

いうふうに判断をしたところであります。これが 1点目であります。 

 それから 2点目は、今回の、満田委員からの問題提起は、当日の助言委員会の前日に全員、

たしか同報で、事務局も含めてこれについて議論してほしいという、こういう要請が出たわ
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けでありまして、実は、運営側としてはこれはなかなか消化不良で、どう扱ったらいいかと

いう十分な情報交換、特に委員長が当日お休みされるという中で、どういうふうに取り扱っ

たらいいかという意見集約が事務局とうまくできないままに当日を迎えたという経緯もあり

ました。そこで、委員からのある種の申し出といいますか、こんな点について議題あるいは

議論にしたいがいかがかと、こういうことについては一定のルールとまでは大げさなんです

が、何か取り決めをしておいたほうがよろしいのかなという感じを持ちました。 

 一案としては、例えば助言委員会のおよそ 2週間くらい前までにそういうことを投げてい

ただいて、そして次の助言委員会に向けて、事務局と委員長、あるいは委員長がご欠席の場

合には副委員長の進行役が調整をして、これはこういう形で整理したらどうだろうかという

ことの方針を持って、当日の助言委員会、その発議者に対してこんなふうにしたいがどうか

ということでやりとりをさせていただく、そういう事前調整の時間をいただけるとありがた

いのかなというように思ったところです。これは今後のルールづくりにもかかわりますので、

今も満田さんからそういう今後の扱いですね、委員からのそういう問題提起の扱い、方策も

検討してほしいということがあったものですから、私自身もそういうことを思いましたので、

あわせて腹案として提示をさせていただいた。 

 以上 2点のことでございます。 

○村山委員長 どうもありがとうございました。 

 それでは、今、田中副委員長に整理をしていただいた 2 点ですが、1 点は、具体的に満田

委員からご提起があった案件については、助言委員会の中ではなくて、他の形で扱っていた

だく。ただし、委員が参加しやすい形ということがあると思います。 

 2 点目は、一般論として、委員から議題の提起があると、これはあってしかるべきだと思

いますが、その場合にはおよそ 2週間程度会合の前に出していただいて、その内容を検討で

きる時間的な余裕を確保するということですね。 

 以上のような内容だと思いますが、いかがでしょうか。何かご意見、ご質問がありました

ら。 

 事務局から何かありますか。 

○柿岡 ご説明いただいた内容で前回会合を進められたかと思いますので、ポイントとして

はご指摘いただいたとおりかと思います。 

○村山委員長 委員のほうからはよろしいでしょうか。 

 では、そういう形で進めさせていただきたいと思います。どうもありがとうございました。 
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○田中副委員長 どうもありがとうございました。 

○村山委員長 では、他に、事務局からその他ございますでしょうか。 

○柿岡 本件、ミャンマー・バルーチャンの件につきましては、特にこれ以上ございません。 

○村山委員長 それ以外はいかがでしょうか。 

○柿岡 申し訳ございません、もう 1件、ベトナムの案件でご説明事項がございます。担当

課が今参りますので、申し訳ございませんが、少々お時間いただければと思います。 

○田中副委員長 この時間を利用して、先ほどスケジュールのことで新年度が 4月 1日の全

体会合ということですが、これ確か私の記憶では、昨年、4 月 1 日に助言委員会を入れると

いうことを言ったら、準備が間に合わなくて延ばさざるを得ないというのがあったが、今年

は大丈夫ですか。 

○柿岡 はい、申し訳ございません。各種調整の結果、今年は何とか 4月 1日実施にて準備

をしています。 

○田中副委員長 はい、分かりました。それなら結構です。また直前になって、やはり間に

合わないので延ばしてくれというと問題ですので。はい、ありがとうございます。 

○村山委員長 では、お待ちするということでしょうか。 

 その他以外では今後のスケジュールですが、これはもう先ほどご確認をいただきましたよ

うに、全体会合を 3月 1日金曜日、2時半からということですね。 

 では、休憩を入れるほどではないですね。 

○柿岡 申し訳ありません。いつ来るか分からないので、もし差し支えなければ、少々お時

間いただいて休憩をお願いできますでしょうか。 

○村山委員長 では、休憩とさせていただきます。 

午後 4時 15分休憩 

午後 4時 20分再開 

○村山委員長 それでは再開させていただきます。 

 では、事務局よりお願いいたします。 

○今井 皆様、JICA経済基盤部の運輸交通第一課の今井と申します。 

 私のほうから、ベトナム国南北高速鉄道建設計画策定プロジェクトの中の第 3回ステーク

ホルダー協議の中止についてということをお知らせしたいと思います。 

 こちらのステークホルダー協議ですが、2011年 12月 9日に第 1回が終わりまして、2012

年 7月 30日に第 2回を迎える。第 3回の話もありましたが、ベトナム側からステークホル
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ダー協議の中止の要請を受けて、第 3回ステークホルダー協議のほうを中止させていただき

たいというふうにこの場をかりてお知らせしたいと思います。 

 簡単ではございますが、こちらでよろしくお願いいたします。 

○作本副委員長 ちょっと中止とおっしゃられたんですか、作本ですけれども。 

○今井 3回は中止という形で。 

○村山委員長 基本的に理由もなしにその話をされても、我々は困りますね。 

○今井 すみません。2012 年 11 月の出張のときに、うちのベトナムの JICA 調査団のほう

が出張いたしまして、ベトナム側の実施機関のタン運輸大臣から、高速鉄道の必要性は分か

るが現時点ではベトナム側の政治とか経済とかの状況等に鑑み、高速鉄道としては慎重に対

応したいということです。ただし、事業として成立する区間を検討してほしいという要望が

来ております。1月 29日付でレターにてベトナム側から、第 3回ステークホルダー協議は中

止したい旨要望を受けており、JICA側としては、ベトナム側の事情は理解できるところがあ

りますので、第 3回ステークホルダー協議は行わずに本調査は完了させることとしたいと考

えております。 

 次回、事業をすることが決まりましたら、環境社会配慮のガイドラインに基づいて必要な

対応のほうは行っていきたいということで、そのような経緯の中、この第 3回ステークホル

ダー協議のほうを中止させていただくことをお知らせします。 

○河野 補足させていただきますと、本件、開発計画調査型技術協力で、これまでスコーピ

ングとドラフトファイナルレポートについて、助言委員会に助言をお願いしており、ドラフ

トファイナルレポートについては、昨年 11月にワーキンググループを行って助言は確定して

おります。これまでにステークホルダーミーティングを 2回行っていて、旧ガイドラインに

基づいて、3 回目については近日中に行いますというご説明をしていました。ところが、先

ほど業務主管部のほうからお話がありましたように、3 回目を行おうとしたところ、ベトナ

ム側の事情で、今回できないという話があったということでございます。 

○村山委員長 何かお気づきの点ありますでしょうか。 

○作本副委員長 すみません、お先に。作本ですけれども、私もこのベトナムの新幹線案件

を担当させていただいて、ステークホルダー協議の持ち方についてよく考えてくださいとい

うようなことをお願いしたと思います。というのは、いわゆるハノイとホーチミンの大都市

については利便性が高い。だけど、中間の都市の人々にとってはどういう利益があるのかと

全く人口規模等からしても裨益がないんじゃないかというようなことを気にしていたことが
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あります。特にやはり国会での議論というものがどういうことだったのか分かりませんけど、

国の予算の 3分の 1、年間予算の 3分の 1を使ってでもこの事業を推進する必要があるとい

うことで、政治的な背景があるか分かりませんけど、否決された経緯があるというようなこ

とから見ますと、やはり経済発展途上にあるとはいえ、かなり大きな影響を持つ事業そのも

のであるというふうに私は思っております。このステークホルダー協議をベトナムの国状あ

るいは政治情勢等を見て行いづらいという気持ちは分かるんですけど、やはり今までの 2回

分のを見ても、住民の代表と、あるいは影響を受ける可能性のある人々が特に声をかけられ

て集まったわけではないというような印象を我々当時検討させていただいて思ったものです

から、やはり今のご説明で 3回目のステークホルダー協議を中止するという、それは相手国

が決めることとは分かっておりますけど、今の理由だけでは十分には納得できない感じがし

てしようがないんですが、もっと補足できるような背景あるいは理由等があれば、ぜひ説明

を追加していただきたいと思います。 

○今井 まず、ベトナム側からステークホルダーミーティングの第 3回協議は中止にしてほ

しいというレターが出てくるというだけではやはり足りないですか。 

○作本副委員長 レターはどのような書きぶりだったんですか、1月 29日付というのは。 

○今井 読ませていただきます。 

 「This stakeholder meeting, we agree with you to suspend the meeting, due to the current 

situation．」という形で。 

○作本副委員長 「current situation」じゃ中味がそっくり…… 

○今井 今の状況ということで。 

○作本副委員長 もう一つは、ベトナム側はそういう気持ちであるということが分かった。

JICAさん側も、それを理解するに十分な理由がありそうだというふうにお考えですか。恐ら

く政治的な理由だと思うんですけれど。 

○今井 そうですね、高速鉄道が国民の理解を今得られていないという状況がどうもあるみ

たいなんですね。タン運輸大臣自身は、G to Gでうちが結んでいるということもあって、高

速鉄道の必要性は分かってくれてはいるんですけれども、やはり国民の理解であり、政治経

済状況等に鑑みて、高速鉄道の対応は慎重に対応してほしいという話があったんですよ。タ

ン運輸大臣からは、JICAのほうにお願いされている。そういうことになってくると、今、南

北高速鉄道というので、こちらが、ハノイ-ビン間のプロジェクトとホーチミン-ニャチャン

間のプロジェクトになるんですが、結局、今の状況では実施することはないわけですね、タ
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ン運輸大臣の言葉をとると。高速鉄道化を現時点ですぐやるということにはならないので、

そういうことを踏まえると、JICA側としても、今ステークホルダーミーティングをやること

は、今でなくてもいいのかな。ただ、事業が実施されたときには必ず環境社会配慮ガイドに

基づいて必ずやるという理解になっています。双方ともステークホルダーミーティングを実

施するのは、現時点ではないとの認識です。 

○作本副委員長 作本ですけれども、時期的にうまくないというようなお考えについては一

応理解いたしました。ありがとうございます。 

○松本委員 ちょっと今、文面が「suspend」だったということも加えてなんですが、これ

によって今回の要請は終了したというふうに理解してよろしいんですか。 

○今井 高速鉄道の要請は、現時点では終了したという理解になります。 

○松本委員 そこに「suspend」と書かれていますけれども、まさか次に提案が出てきたと

きは、次にやるのは 3回目のステークホルダー協議だという感覚で始めるのではなく、新た

に始めるという理解でよろしいですか。 

○今井 そうですね、新たに始めるという形になります。 

○松本委員 その場合は、2010年のガイドラインの適用になるという理解でよろしいですか。 

○今井 そうなりますね。新しく新規案件になりますから。 

○村山委員長 他、いかがでしょうか。はい、清水谷委員。 

○清水谷委員 私もこれはワーキンググループに参加していたメンバーだったのですが、今

回、スコーピング案が確定をして、結局、次はいつになるか分からないけど、ゴーサインが

出れば EIAをやる、つまり実際の調査に入っていくというふうに理解していますが、そうい

う意味からすれば、今回「suspend」ということであれば、次回また始めるときは、そのス

コーピング案の中味をもう一度レビューするような何かそういうところでのステークホルダ

ー会議から始まっていくという理解でいいんでしょうか、それとも全く suspendだから、そ

れは、とにかくなしだと、三つ予定があったものはとにかくなしということで予定されるの

かということでしょうか、つまり、前回までワーキンググループのときに見せていただいた

図のスケジュールのとおりを今 suspendだから、今度、再開したときは、そこからまた始め

るという理解でいいのか、それとも、もうなしで何か全く新しく次のフェーズから始めると

いうことなのかというところを教えていただきたいと思います。 

○上條 すみません、上條です。補足なのですけれども、これは実質取りやめになったので

す。取りやめたことをわざわざステークホルダーミーティングをしてほしくない、それが実
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情なのです。この調査は、そもそもちょっと特殊で、代替案の選定までしか今していないの

です。ゼロオプションも含めて代替案の選定までなのです。そこまでで一回この調査は終わ

りになっているのです。その後、ベトナム側の国会で審議して、もしやろうと、高速鉄道を

やろうということになれば、また別の調査で最適案の EIA調査をやろうという状況だったの

ですけれども、まだうちがファイナルレポートを出す前に、もうやめるという意思決定がな

されてしまったので、それをわざわざまたステークホルダーミーティングを今開く必要はな

い。ですから、何年後になるか分かりませんけれども、それがすごく時間が経ってしまえば、

もしかしたら、また最適案の選定から始めなければいけないかもしれません。しかし、それ

が例えば数年ぐらい、多分そんなに急に彼らが高速鉄道をやれる状況にはならないとは思い

ますけれども、それはその間、インターバル次第だと思うのです。そのインターバルがたっ

たとしても、とりあえず最適案のレビューはやるとは思いますけれども、今回比較したです

ね、そこから始まるのだと思います。それが何年後かによるとは思いますけれども。 

○原嶋委員 素朴な質問ですけど、日本との関係で高速鉄道をやめるということなのか、高

速鉄道自身をやめるということなのか、もっと言ってしまえば、他の国から高速鉄道を受け

入れる可能性を考えているということなのかはどうでしょうか。 

○今井 ベトナム側からの一方的な理由で高速鉄道をやめると。 

○原嶋委員 高速鉄道自身もやめるということなんですか。 

○今井 そうですね、現段階ではやめます。 

○原嶋委員 他の国も含めて。 

○今井 将来に渡っては高速鉄道事業実施の意志はありますが、現段階ではやめると。他国

と一緒に高速鉄道事業の実施の意志はありません。 

○村山委員長 よろしいでしょうか。 

 では、今の点、ご報告いただいたということで進めさせていただきます。ありがとうござ

いました。 

○今井 ありがとうございました。 

○村山委員長 では、その他にはありますか。事務局。 

○柿岡 事務局からは以上となります。 

○村山委員長 委員の方から何かご発言ありましたらお願いいたします。よろしいでしよう

か。 

 ないようでしたら、今日の助言委員会はこれで終了させていただきます。 
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 どうもありがとうございました。 

午後 4時 34分閉会 

 


